狭山事件を考える青森県住民の会
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♡
冤罪の成立にはメディアの予断と偏見によってつくりだされる不公正な世論が大きな役割をはたします。「狭山事件」にも差別裁判をおこなった司法を助長するメディアの影があります。　　　　　　　　　　　　　　同封の資料は

1 第一審の死刑判決を報道した東奥日報（昭和39年3月12日付）
2 師岡佑行（元解放新聞主筆、京都部落史研究所主宰）「狭山・虚構の判決」（1977 新泉社）から

　石川一雄さんは、1963年5月1日の不当な別件逮捕後、２０日間にわたり軽微な犯罪は認めるものの、無実の殺人は否認し続けました。捜査本部は計略をめぐらし、ひそかに小川簡易裁判所から逮捕状を得て、釈放直後いわゆる本件（殺人罪など）で再逮捕します。身柄は特設の川越署分室に移され、想像を絶する過酷な尋問がおこなわれました。特別捜査本部本部付警視である長谷部警視の「弁護士はうそつきだ。警察はうそをつかない。男の約束だ、善枝さんを殺したと言えば10年で出してやる」という姦計、河本検事の「お前が殺ったのでなければ、兄だろう。兄を逮捕するぞ」という脅し、部落差別による無知・・そして調書によれば6月20日、石川一雄さんがいろいろお世話になった関巡査部長の泣き落としによって、「自白」させられることになります。

　石川一雄さんは、第一審の死刑判決にまったく動揺しませんでした。（資料②）

「男の約束」を信じて疑わなかったからです。ところが、メディアは（資料①）このように報道しました。被害者の兄健治の事実と矛盾したコメント、無罪を信じていた一雄さんの兄六造さんの不自然な感想・・これは警察発表を疑うことなくそのまま活字にして「石川一雄犯人説」を煽った当時のメディアの体質を如実に垣間見ることができます。
